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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表1 罪名別の新受人員の推移

保護責任者遼緊致死

(注) 1 延べ人員である。

2受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，同事件に該当しなくなったものは含む。
､ 3 1通の起脈状で複徽の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は，法定刑の最も菌い罪名に計上した‘
4未遂処罰規定のある罪名については,未遂のものを含む。 、

’5 「 （準）強制わいせつ致死傷jは，監霞者わいせつ致死傷を含む｡ ． 。

6 「 〈準)強制性交等致死傷｣は，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の（準）強総死傷を含む。
7 I強盗‘強制性交等jは，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。 ．

8 「危険運転致死」は,､平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び§動車の運転により人を死傷させる行為等
の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9 「銃刀法」は＃職砲刀剣類所持等取締法｣の賂である。

’0 ．｢組織的犯罪処罰法｣は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律｣の略である｡’

’1 「麻藁特例法｣は, I国際的な協力の下に規制菓物に蝿不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
・神薬取締法等の特例等に関する法律jの略である。

12 「麻藁取締法｣はI 「麻蕊及び向緒神薬取締法｣の略である。
’3裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起所された人員を除く。
14速報値である。

－1－

累計 平成21年 平成22年 平成2拝 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年

(2月末）
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９
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甲
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● ●
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その他 46 3 3 ､5 2 3 5 10 4 5 2 3 1
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速靭

表2

累計
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葡受 鯛 糊

平成22年

搬 ､終局 未済

､輪23年．

新受 鮪 締
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緩 鯛I締
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殿 鯛i締．
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:蝦 鯛 未勝
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平磁8年

葡受 鯛 未済
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綴 鯛 未済

平成30年

新受 鯛 未済
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新受 終局 未済

令秘年(2肺）

綴 終局 締
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鯨臓本庁 1417 1257 160 98 9 89 149 138 100 138 136 102 120 132 90 119 137 72 127 111 88 . ､104 102 90 開 97 _79 139 99 119 129 141 107 188 129 166 20 26 160

東烹地裁立lll支部 367 345 22. 43 4 39 51 54 36 ､46 40
■
■
■
Ｃ
中
●
●
《

.42 31 48 25 39 38
い
む
■
ｂ
甲
■
ｑ
ｂ
＄
ｐ
巳

26 30 35 ､21 18 21 18 22 20 20 28 24 24 40 33 31 14 27 18 5 1 22

欄澱臓析 639 .592 47 41 3 38 82 ､65 55 88 84 59 59 81 37 62 61 38 54 51 41 、 58 57 42 48 58 32 3リ 35 31 58 39 50 46 54 42 9 4 17

IE,滋馳‘1,1纒支薊 116 112 ･4 9 2 7 9 12 4 20
｡

●

12
○
句
●
●
●
毎
ｑ
“

12 ・ 6 14 4 14
心
一
ｍ
画
一
、
》 10 14 18 6 12 15 3 7 ･5 5 10 ９

。 6 10 9 7 4 8 3 1 ー 4

さ'た鋤鉢庁 672 侭6 36 59 7 52 74 68 58 67 771 48 91 79 60 55 77 38 71 58 51 63 64 50 63 66 ・ 47 40 61 26 34 34 26 47
｡ ｝

35 38 10
？
●
？
●
‐
■
●
●

8 36

翻協論R庁 1367 1336 131 115 14 101 175 143 133 194 202i l25 118 166 77 128 1鯛 ･77 1側 121 105 102 136 .71 97 92 76 115 85 106 99 120 85 1581 107 136 17
『
◆
●
。
。
●
ら
り

22 131

水戸増蕊本庁 317 288 29 22 I 21 38 48 11 29 25
！
！ 15。 邪 29 14 27 27 14 27 24 17 34 25 26 24 32 18 34 22 30 22 27 ･25 25 ･23 〃 7

ご
■
●
●
■
■
。
↑

5 29

報宮鰄桁 209 .206 3 16 1 15. 26 26 15 26 26
■
●
Ｄ
ｐ
Ｄ
●
？
巳

15 23 26 12 36 ･ 30 18 19 23 14 16. 18 12 10 16 6 13 12 7． 18 ･12 13 ､61 1イ 5 -i 2 3

萠櫛幟本庁 205 197 8 21 1
・
０２ ２

．２ 33 9 24 20
Ｄ
Ｐ
■
■
巳
巳
■

13 31 29 ･15 9 ､17. 7 15 】2 10 12 13 9 18 17 10 別 17 13 20 21 12 15 10 ー ０
●
■
■
一

2 8

節剛蹴析 82 80. 2 4 l■■ 4 8 9 3 12 8

■
■
■
■
串
、
一
■

7 10 10 7 5 7 5 8 9 4 9 9 4 6． 5 4 13 7 10 4 11 3
毎
恥
故 4 2 1

９
０
０
●
●
●
●

1 2

鯛鱸沼蹴郵 110 106 4 11 2 9 13 14 8 16 13

三
■
、
●
｜
●
■
●
１

11 11 ･ 16 6 8 7 7 16 7 16 7 11 12 7 13 6 10 9 7 3 9 1
係

り
句
『
日
叩 4 －I． ー 4

#剛臓浜松支郁 89 82 7 5 1 4 8 6 6 8 7-I 7 9 11 5 10 7 8 】0 11 7 9 7 ､9 9 11 7 ･7 9 5 7 4 8 6
『
６
９ 7 ｌ

ｅ
－
■
■
■
●

Ｉ 7

甲府職析 108 105 3 8 2． 6 ､ 10 9 7 15 12
『
６
８ 10 12 16 6 9 12 3 11 9 5 4 9 ー 9 6 3． 7 6 4 12 8 8 11 }5 4

１
１
－ 1 3

長野鰄本ﾘデ 84 77 7 11 1 10 12 14 8． 10 11
ｉ
１
８
－

7 8 12 3 4 4 3 10 6
”
且
』

５
。 8 4 .’ 4 1

申
△
■
■
■
●１ 6 6 3 8 1 9 8

●
●

●

ー○
●

8
1 7

長野職松求郡 66 61
●
』
エ
阜
幻
》 7 1 6 9 7 8 7 lli 4 6 6 4 7 8 3 6 7 2 2 2 2 5 3 4 ･9 4 9

●
い
む
巳
廻
》 8 4 イ 5

幸

●

■

－3 －
8 5

鯛鱸本庁 122 112 10 7 ー 7 17 17 7 20 14
０
凸
■
■
０
９
２

13 10 ･16

■
１
１
１
１
６

7 8 ､12 3 12。 9 6 8
。
９ 5 ６ 9 2 11 6 7 9 9

叩
４
ｆ 13 9 11 1

●
●
凸
●
●
■
●

2 10

大阪鱸桁 1,207 1,120 87 108 12 96
◆

119 126 89 130 ･113
■
●
０
０
甲
０
９

106 123 123 106 122 134 94 107 120 81 113 103 91 82 112 61 90 85 66 97 ･81 職 100 04 88 16
●
◆
Ｏ
●
Ｑ
●
《

17 87

大剛職職罰 305 290

巳
。
◇
６
■
■
凸
■ 15 29 I 28 43 38 33 42 41

■
●
■
一
■
■
凸
■
■
●

34 31 41 24 35 37 22 22 28 16 20 21 15 27 23 19 17 23
0

13 17． 20 10 20 16 14 2
○
●
■
■
。
●
白

I 15

鯏職本庁 恥9 254 ｆ
１ 15 20 3 17 35 22 30 28 35

■
Ｄ
、
■
Ｃ
ｏ
４

23 40 29 34 〃 .36 '25 28 31 22 16 23 15 20 20 15 16 15 16 16 17 渦 31 lR 18 21 5 15

神戸臘析 417 391 26 ・ 31 4 27 52 48 31 36 431 24 44 38. 30 ､47 43 34 30 39. 25 43 42 26 21 33 14 ､36 28 22 39 33 洲 鮒 ]7 19 10 3 26

神戸地裁健路支部 118 112 .． 6 20 1 19 ､12 19 12 9 141 7 7 9 5 10 6 9 ･7 9
甸
・
０

４
．１ 7 14 6 14 6 12 11

■

7． 11 8 '＠
一
り 10 7． 3 4

●

6

斎良地裁本庁 も 112 108 4 9 4 5 11 7 9 13 111.兵11 17 18 10 6
●

８
． 8 12 10 10 15 13 12 5 10 7 8 10 5 10 9 1，

打
恥
印 W 6 ー 』』 4

大瀧勉鉢庁 153 139 ･14 18 6 12 10 ､12 10 17 18
８
０
●
０
？

9 16 14 11 15
｢ 1■

17 9 6 10 5 14 8 11 7 11 7 14 13 8 20 15 13 ＃ 8 ＃ 心
一 14

和武山鱸祈 99 92 7 10 2 8 19 18 9 11 11.

可
●
Ｇ
Ｇ
ａ
●
■
■

9 7 7 9 12 11 10
ａ
ｕ
ｎ
》
◆

6 12 4 10 6 ’ 10 4 12 7 9 10 6 9
』
“
■
▼

河

4 4 6 ツ I 7

名擢臘析 605 568 37 63 4 59 67 74 52 88 77 63 53 73 43 38 43 ‐ 38． 64 49 ‘53 53 63 43 62.
６
．
．
５ 49 35 57 27 32 29 31） 45 ]9 36

領

罰 $ ]7

名擢鰄鵬支部 193 186 7 13 1 12 21 18 15 25 ､21 19 25 25 19 16 28 7 26. １
．１ 22 17

，
１３ 8 15 、 20 3 10 5 ･8 12 9 11 11 !§ 7 ‘7

一
ｊ
１

溺臓桁 146 140 6 7 I ･･6 16 12 '＠ 25 15 、 20 19
・
４２ 15 14 20 9 12 ．､13 8 12 12 8 5 8 5 15 11 9 8 11 6 13 0 ‐息 3

◆

h

囎職桁 192 173 19 17 4 13 ･25 21 17 .･18 23 12 一
Ｐ
15 19 8 30 19 19 13 22 10 21 15 16 7 16 7 9 11 5 10 7 8 鰯 10

姐
厚
８
匁
』

、
。
抑 6

ｅ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｏ
Ｕ

2 19

瀞態躰庁 66 64 2 3 I 2 7 4 5 12 7 10 4 10 ､4 4 7 1 9 6 4 10 ・ 6 8 5 7 6 3 8 1 6 2 5 3 6 2 ー 一 ･2

金沢地赫庁 〃 70 2 7 一
▲

7 10 8 9 10 11 8 7 11 3 7 81 3
毎
３ 5 I 8 1 8

島
咀
ｑ
叩
》
●

9 2
。
５ 3 4 8 5 7 3 8 2 1

■
●
●
●
●
浬
？
、

1 2．

舳瑚鉢庁 57 50 7 1 1． ｨ■■ 10 7 3 8 4 ・ 7 5 9 3 7 5 I 5 1 5 1 3． 3 － 1 3 3 1 5 1 5 5 6 4 ； 4 8 lI 2 7



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

旺） l 実人員である。

2綱餓判に関する鞠を取噸う支柵外の支挑鰯された順を除く。

3訴因顔によ幟判員鯏潴靴と唯つた事純,翫醗歌定日で賊〈,鰍日をもって搬欄の鍛蜥に計上した．
4裁判員怯3条1項の除外決定があったものを除く，

5攝職である。

－3－

累計

綴 鯛|締

平膨1年

新受 鰯 未済

平成22年

搬 農局 未済

平鯉3年

蝦 鯛 糊

■
合
ｑ
② 城24年

蝦 婆周 未済

？
■
昌噸5年

鰕 終局 未済

平成26年

耀 繍局 繩

平成27年

搬 ．酪局 未済

平成28年
● ら

綴 鯛 締

軸29年

鞭 協局 未済

平戯膵

新受 磐局 繩

令和元年

緩’鯛 未済

楠2年〈2月末）

新薙緬 締
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行や令和2年2月末･速報）

蜀厘 聖廓

へ

2 「その他」は，免醍，公瞬乗却，移送（少年法S5条による家蛾蒋送壁除く ）等である．
3未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

4 ．有卵（ ・郎綴罪を含む． ）．の楊合は処断卵名を．無罪, 、その他の場合は終局時$ごおいて当威亭件について掲げられている解因の罪名のうら．戯判員栽判吋象事件の罪名
（鮫判員鎮荊対象事件が複数あるどきは．法定刑が最も重いもの）を‘それぞれ計上した．
5起訴罪名と肥定罪名が異なる錫合や罰粂の喪更等の場合などに鑓いては，戯判員麓判対亀事件の罪名と異なる罪名で叶上されることがある‘
6・鋸畑刑について．刑の一部執行猶子が倉い渡された人員はない。

7 「麻蕊特例法」は． 「国陳的な鶴力の下に規閥蕊物に係る下正行鮎を助長する行鋤等の防止を図るための麻薬及び向鯖神薬取締法等の審例等に閲する法律」の略である．
8 「危険運転致死jは．平成25年法律第86号による改正前の刑銭Z08条のZ及び自動車の運転iこ.より人を死盗させる行為等の処園に関する睦律に規定十る罪である，
9 「銃刀法」は． ．｢銃砲刀鯛類所縛等取締淫」の略である． 戸
10 「組繊的犯郎処飼準』は, 『組繊的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規剛等.に閲ずろ法律jの略で齢る。
'1 『麻薬取締法』は， 「麻蕊及び向.橘神電取締法』の略である． ．
,2 『海賊行為処翻法」は． 『海賊行為の処嗣及び海駐行為への対処に関する法律」の略である、 ・ ・ ・
,3 「過失運転致死』は，平成25年塗律鰯86号による改正前の刑法趣1条2項及び自動車の速修により人を死厩させる行為等の処嗣に閲する注律に規定寸一る罪である．
14 「危険運転致侮」は， 自動車の運転により人を死傷させる．行為等の処罰に関する津律Iこ規定する罪である．
16織判員法3条ユ項の除外按定があったものを除く．〆

16銭判員戟判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に腿既され． 当紋支翻の管轄区唾を取扱区城とナろ本庁又は支部に回付された人員を除く
17．途轍位である． ‘
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・

補充裁判員の数の推移

4目候宿君 3蔵及び19藍の看が省

は,名繩製後直ちに消除されるため『ハjには含まれない‘
． 【

2 『ﾊ｣ないし｢ｦ｣は延ぺ人員であり,速報値である。
3 「二j及び｢へjには,辞退螺められたもののほか, (1)欠格軸,就職禁止軸に蕨当するとして,呼朏さたい措置又は呼出取消しがされ虎もの力嗜まれ,更
に前者には， (2)懸居先不鵬により裁判員雛都轆鯛知等が梱龍であったものが含まれる｡、
4 「ﾄ｣には,そもそも呼出旗が到達し･ておらず,現実的には出席を期待L得ない裁順侯補者も含まれる。
5 ﾇ」にば,理由あり不選任決定(裁判員法34条4項) ，辞退による不選任決定桐法34条7項) ，理醜し不選任決定(同法36条)及び質問なし不選任決定
（同規則35条2項, 3項)がされたものを含み, くじ等による不選任決定(同法37条3項)がされたものは含まない6
6 「ル(a)」のうち,平成21年及び平成22年の人数には, (1)欠格事由,就職禁止事由に蕨当するとして,呼び出さない雛がされたもの, (3)転居先不明等によ
り鞠員侯補都簿記鯛知馴不到達であったもの媚まれる，
7 「ﾜ」及びI力｣ ･は実人員であり，概敷である。 ，

8 補充競判員から鼠判員に選任された場合は,.MLて計上した。

9 ［］は,判決人員(累計12,701人,平成21年142人,平成22¥1,506人,平成23年1,525人,平成24年1,500人,平成25年1,397人,平成26年l,202人,平成27年l,182A,
平成28年1,104人,平成29年966人,平成30fl,027人,令和元年l,mi人,令加年159人) 1人当たりの平均である6*#,判決人員には少年法55条による家繍送綻
があったものを含み,綱員搾加する合磯体で鶴が行われずに公職蝋決があったものを含まない．

--5'一‐

累計 平成21年 平卿年 平成23年 平成解 平成35年 平成2艀 平成27年 ､平成28年 平成29年 平瑚膵 令和元年
●

●

御2年

(明末）

イ 釧員蹴賭名簿識者数 3,130,406
ゆ

295,036 344,900 315,940 285,530 200 236,500 233,800

● ●

229,200 233,600 230,600 剛,3M 232,800

ロ 名難解(%) (D,j/｢ｲ｣） 42.0 36‘7． ･41.7 47.5 52.2 52.0 - 56.8 、 55．8 51.4 ､ 55．3 50.9 9.3

ハ 濁置された鯏員鋪者散
10314,305

[103,5］

13,423

､5］

126,465

[84.0］

131,880

.伽5］

135,535

[卯.4］

135,207

[97,5］

123,059

[IM.4]

132,831

､4］

127,811

｡8］

120,187

[124.4]

127,490

[124.1]

118,754

[118.6]

21,663

[136.2]

二 闘鶴により繩等耀められ繊
判員儲賭敷

●

● ● ■

390,982 3,785 32,245 ",771 38,488
４
●

39,666 36,755 40,755 39,485
■

36,011 39,703 38‘578 Z剛

ホ
期日の通知‘質問票を送付した鋪
員鮒識(｢ﾊ｣－｢二j)

923,323

[72.7］

･9,638

[67.91

.94,220

[62.6］

94,109

[61,7]

97,047

[64,7］

95,541

[鰍9］

86,304

[71,8]

92,076

[77.9］
●

88,326

[80.0］

84,176

[87.1]

87i787

[85.5］

80,176

[80.1]

13,923
D

【87.6］

へ
質鵬は鵬鰐ｶ認
判員侯撫徽

められた裁
419,773

● イ 3,185 34,147 羽,756 42,443 43,451 40,351 43,806. 41,563 41,707 44,907 391523 6,934

。
卜
選缶雑調日に出席鰄められた裁

判雛補撒（｢ﾎj-Iへ｣）
503,550 6,453 60,073 56,353 54,604 52,090 45,953 48,270 46,763 42,469 ‘42,冊0 40,653 6,989

1■

チ
選任手繍日に出席賊裁判員侯補
糊

362,261
■

●

､5］

5,415

側1］

･48,422

[32.2］

44,150

･畔、

41,543
1

[27.7］

38,527

[27.8］

32,833

[27.3］

32,598

[27.6］

l
ひ｡

30,313

[27.m

27,152

[28.1]

28,961

.[28.2］

270874

【27‘81

4,棚

[28.1]

リ 出席率(%）
(↑ﾁ｣/iﾊj)

(｢ﾁ｣/『卜j)

27.6

71.9

40.3

83.9

38.3
●

80.6

33.5

78.3

30.7

76.1

28.5

74.0

26.7

n.4

245

67,5

23.7

・ 64．8

22.6

63.9

22.7

67.5

23.5 20.6

64.0

ヌ
選任手繍日当日に辞i鰐により不
選任決跡された釧員繍撒

96,744 1,326 11,850 11,308 10,933 11,055 9,321 9,150 ｝弧 7,528 7,498 7,299 1,152

ル

ｉ

＃
０
■
■
■
■
■
・
Ｉ
ｐ
ｐ
０
０
ｊ
０
皇
Ｂ
Ｕ
ｂ
７
ｊ
Ｄ
Ⅲ
０
■
ｃ
ｆ
ｆ
－

(a)

(b)

瀧耀められ織判員候補者蝋
徴

謂眸(%> ･(｢ﾙ(即｣/iﾊ｣）
①

827,926

63.0

7,134

53.1

66,977

53.0

77;”

5961
句

83,426
･

61.6

.85,615
,

､63.3

一町

79,肥8

64.4

86,201

･64.9

82,647

’
０
●
０
●

Ｑ
Ｄ
０
●
●
●
凸
ｇ
凸
Ｕ
ｏ
Ｄ

.’

64.7

79,284

66;0

85,
）

州

67.1

79,241

66.7

14,720

67.9

ヲ
くじの蝋となった織糊に,理由
なし不選任数釧えたもの

0 ◆

310,687

[24.5］

4‘8m

[33.8］

42,559

[28.3］

38,274

.1]

35,785

[閲‘9]．

32,586

脳’5］

27,703

[23.0］

27,5別

[23.3］

25,678

[23.3］

220954
◆

[2畑

24,853

[24,2］

24,0棚

[24.0］

3,895

[24.5］

ワ 選任され湖荊員嗽
Ｏ
舎

73,022 838 8,673 8j816 8,633 7,937 6,938 6,768 6,363 5,536 5,905

■
。
□
■
■
■
■
Ｊ
Ⅱ
Ｆ
１
〃
■
Ｔ
６
－
，
’
６
．
０
▲
Ｆ
Ｌ
ｄ
０
Ｆ
Ｂ

８１７
９
５ 開7

力 漫任された鰄綱員蝋 2胡00 346 3,冊7 2,988 2,帥6 2,622 2,333 2,293 2,140 1,896 1,989

ｉ
ｉ

8
1

1i"|
301



裁判長裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表ら平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

1 l b_｛

公判前麹里手続以外に

要吹期間岼均(月）

（注） 1 判決人員は実人員である。

2 『公判前整理手鯏間の平均(月l」は,綱員裁判対鱸件以外の事件について,公判前整理輪に付されずに公判を開い澱,罰条の変癖により
・裁判賊判対鱸件に職り,期日雛理手凝に付されたもの等を除外して算出した‘

3判決人員には少年法55条による家裁縦決跡あったものを含み,鯏員が参加する合議体で認力垳われずに公撫却雛があったものを含苅い。
4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く｡ ．
5速報値である｡・

表6公判前整理手続期間(公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を含まないため,判決人員は他の表と異なる。
3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み；裁判員が参加する合蹴体で審理が行われずに
、公斫棄却判決があったものを含まない。 ‘

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5速報値である。

－6－

累計
■

● ｡

平成21年 平成22年 平細年 輸測年 平成25年 平成2碑 平成2祥 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
伽剰

総数

判決人員

掴
‘

間(月）

蝋蠅鰹手織間の
平均明） ． ．

州蠅鰹手続以外に

要味期間の平均(月）

12,701

9.2

7.1

2.1

142

5.0
■

2.2

1,506

8.3

5.4

2.9

1,525

2.5

1,500

9.3

7.0
①

2.3

1,387

8.9

6.9
●

2,0

1,202

1‘9

●
●

1,182

92

7.4
●

1.8

1'104

10．0

1．8

966

10,1

8.3

1,8

1,027

10.1

1.9

1,001

10.3

8.5

1‘8

・ 159

10,6

1,7

自白

判決人員

噛審醐間(月）

蝋崩鰹輸期間の
鞠明）

蝋前鯉手続鵬に
要した期間岬均(月）

6,841

784

5.5

1．9

114

2.8

2.0

970

7.4

明5

合
。
甲

'3
◆‐

6

806

7.2

5,2

2.0

725

7.1

5.4

1.7

㈱

1.6

剛

1.6

糊

6‘5

1,5

棚

7.9

l'5

棚

7.7

6.1

1.6

491

6.4

1.5

70

1.7

翻．

判剛員

平均凝醐間(月)

州瀧鯉手織間の
平均(月）

5,860

11.4

9.0
■

2‘4

28

3.1

536

6‘8

3.0

640

10.9

8.3

剛

11.7

9.1

2.6

662。

10.9

2.4

558

Ⅲ6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2.1

536

12.1
●

10.1

2.0

517

12.1

10.0

2.1

531

12.3

10.0

510
一

12.5

10.5

的

12.3

10.6。

1.7

判
決
人
員

◆●

公 判 前 整 理 ・手 統 期 間

8

日

●

晦
日
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

０
●

９
月
以
内

１
年
以
内

・
１
年
３
月
以
内
●
●

１
．
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
９
月
以
内

ｒ

●

●
●
ワ
●
の
●
●
⑤
●
一
、
や
■
●
●
●
ｐ
Ｄ
Ｇ
●
●
●
ロ
●
●
●
■
己
●
●
Ｑ
Ｇ
Ｑ
●
●
■
●
●
ｇ
ｏ
ｏ
●
■
▽
●
●
■
●
●
●
守

２
年
６
月
以
内

３
年
以
内

３
年
を
超
え
る

平
均
公
判
前
整
理

手
続
期
間

総数 12,533 一 7 235 886 5,316 3,170 1,541 748 308
●
の

132 84 43 16

●
二
Ｅ
●
ぜ
●
□
●
づ
○

23 7 17 7.1月
●

■

自白 6,738
竿
』 6 204 783 3,740 1,392 395 142 46 13 12

●

3 21 一 ー 1■■■ 5.5月

否認 ､5,?95 ー １
． 31 103 1,576 1,778 1,146 606 262 119 72 40 21

●
●
●
●
●
●
。
●
■
●
ロ

16 7 17 9.0.月
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月‘末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2燕理期間は,第1回公判期日か棚局(判決宣告)までの柵でありj審理跡行われなかった日や土日祝日を含む｡賎のものは207日であり,最
I ．

短のものは2日である。

蝋お,kの事件は, ． (1)～(3)の雄により算肌た｡

(1) 区艫理を行ったものについては,裁判員鯵加し鳩理が櫛れた鯛の合計を鶏瑚間とした§

（2）裁判官のみで第1回公判を開いた後,裁判員裁判対撫件で齪榊あったた城判員の参加する舗体で審理されて鯛したものについては,釧員
・鯵加した審理力垳われ鯛間を鶏馴間とした． ・ ・

（3） 東日本大馴の影靭等で公判期日力§剛され,鯛跡解任されたものについては,改めて選任さ鰔裁判員の参加した審理洲われた期雛難酬
間とした｡ ． ： 、

3， 開廷蝋には,裁判官のみで行われた公判の回数を含む。

4判決順に1秒年法55条による識雛決定があったものを含み,･裁判員赫肌する舗体で審理力垳われずに公訴棄却判獅あったものを含まない。
5裁判員法3条1項の除外決剛あったものを隙く‘
6速報値である。

「

－．7±

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 輔25年 平成26年 平成27年 平成28年 軸29年 平成30年 令和元年
令祁年

(2月詞

繊

判決人員

平均鶏理期間(日）

平均開廷蝋(回）

12,701

8‘3

4.5

142

3.7

3.3

1,506

3.8

1,525

6.2

4,1

1600

7.4

4.5

1,387

8｡1

4.5

1,202

8.2

4.5

1,182

9.4

4.7

1,104

9.5

4.6

966

10.6

4.9

Ce

1,027

10.8

、 4，8

ｔ
●

001し

申
●
■
■
■
画
一

10.5

4.8

｡

159

11･.1

4.8

自白

判決人員

平均実審理鯛(日）

平均開廷回数(回）

6,841

5.7

3.7

114

3.2

970

4.0

3.5

885

4.5

3.6

806

5,0

3.7

725

5.8

3.8

644

5.9

3‘8

623

6.2

､:3,8

568

■
圭
哲
〃
’
．
。
●
曲

●６

3‘8

449

7.2

496

7,3

(3.9

491

g o 〆

6.8

3.8

70

､7.2
□

･3.8

翻

判決人員

間（日）
①

鞠開廷回数(回）

5,860

･･11.3

・ 5．4

28

4．7
自

3.7

536

4．4
，

640

8.5

694

10.1

5.5

662

10.5
■

5.4

558

10.8

5.3

559

13,0

536

12'6

516

517

13,5

5.8

531

14.0

5.7

510

14.1

5.7

89

14.2



裁判員駿判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末･速報）

I

表S平均取鯛べ証人数の推移（自白否認別）

I

’

１
２
３
４
５
６
７

１注Ｉ 裁判員の参肌た舗体により審雛局した事件ごとの鰍建てである。

畝の数は,柵告人のみの関係で脚雛た証人を含む｡ ，
双方請求の場合には， 「鱸購求証人駒及び｢蠅人側請求証人数｣に雛して計上した：
｢取調証人実人散jには,雛で取り闇ぺた証人を含む。

判決件数には少年法55条による識雛決瀞あったものを含み;裁判員鯵加する合舗で審理力垳われずに蛾棄却判捌あったものを含まない。
裁判員法3条1項の除外決定力;あったものを除く．。
概敷である。

－8－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平鹿6年 平成27年 平成28年 平成29年 平成3咋 令和元年
令和2年

､月末）

総敷

判押徽

取調ぺ証人実人数

鱸官請求証人数

弁護人側請求証人勘
■ ■

11,918

2.8

l.8

1.2

138

1.6

0.7

1.1

1,423

2.1

1.1

１
０
０
Ｊ
０
０
９
▲
９
９
９
色
ｆ
ｏ
１
ｊ
９
‘
１
二

●

1,3

1,442

2,3

1.3

Ｄ
Ｏ
Ｃ

■

心

1,2

1,415

2.0

1.3

1,294

2.9

1.3

1,131

2.9

2.0
の

l.3

1,104
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表g平均評議時間の推移（自白否湧別）
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１注１ 判決人員は実人員で蝿。

評篭時間には,中間評畿に要した時間を含まない。

判決順に帥年法55条による赫雛決定があったものを含み,鯏員蝿伽する合誹で繊淵わ恥ずに公臓卸判獅あったものを含まない。

裁判員法3条1項の除外決跡あったものを除く。
◆

速報値である。

ｰ

I

－9－

●

町累計 平成21年 平成22年
●

平成23年 平成24年 平蹴5年 平成26年 平成27年 職28年 平成29年 平成30年
0 ■0

令和元年
令和2年

(2月対

総敬

判決人員

平輔議時間(分）

12,701

659.2

142

397.0

‘1,506

504.4

1,525.

564.1

1,500

61

1,387

63

1,肌

674.9

1,182

719.6

l>104

731.9

966

､760.3

1,027

778.3

liOO1

768.2

159

755.4

自白

判決人員

平均評議時間(分）

6,841

510.9

114

377.3

970

438.7

885

468‘4

806

475.2

725

498.1

644

532.2

623

541.9

568

560.1

449

580.3

496

583.9

491

567.5

79

581,1

粥

判決人員

平均評議時間(分）

'5)860
●

832.3

28

477.3

536

623.4
●

640

696.3

694

787.7

662

774.6

558

839.6

559

917.7

536

914.1

517

916,6･

531

959.8

510

961.5

89

892.4
･ ･


